
第１章 総論 

事業者： 法人であれば当該法人、個人企業であれば事業経営者を指し、法人であ

る会社自体が労働安全衛生法の定める措置を講じる責任を負わされます。 
 
総括安全衛生管理者： 労働安全衛生法上、常時 100 人以上の労働者を使用する清

掃業又は常時 300 人以上の労働者を使用する警備業等の事業場で、事業全体

の責任者から選任し、事業場全体の安全衛生管理を統括したり、安全管理者、

衛生管理者を指揮する者です。 
総括安全衛生管理者の職務 

① 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること 
② 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること 
③ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること 
④ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること 
⑤ 安全衛生に関する方針の表明に関すること 
⑥ 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関す

ること 
⑦ 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること 

 
安全管理者： 労働安全衛生法上、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場で選

任が義務づけられています。安全管理者に選任されるには、一定の資格（労

働安全衛生法第 11 条第１項、規則第５条）が必要です。安全管理者は、総

括安全衛生管理者又は事業者を補佐する者で、総括安全衛生管理者の業務の

うち安全に係る技術的事項を管理する者として位置づけられています。 
安全管理者の職務 

① 建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応

急措置又は適当な防止の措置 
② 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検

及び整備 
③ 作業の安全についての教育及び訓練 
④ 発生した災害原因の調査及び対策の検討 
⑤ 消防及び非難の訓練 
⑥ 作業主任者その他安全に関する補助者の監督 
⑦ 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録 
⑧ 他の事業場の労働者と混在して作業を行う場合における安全に関

し、必要な措置 
 
衛生管理者： 労働安全衛生法上、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場で選

任が義務づけられています。衛生管理者には、一定の資格（労働安全衛生法

第 12 条第１項、規則第 10 条）が必要です。衛生管理者は、総括安全衛生管

理者又は事業者を補佐する者で、総括安全衛生管理者の業務のうち衛生に係

る技術的事項を管理する者として位置づけられています。 
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衛生管理者の職務 

① 健康に異常のある者の発見及び処置 
② 作業環境の衛生上の調査 
③ 作業条件、施設等の衛生上の改善 
④ 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備 
⑤ 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項 
⑥ 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統

計の作成 
⑦ 他の事業場の労働者と混在して作業を行う場合における衛生に関し

必要な措置 
⑧ その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等 

 
産業医： 労働安全衛生法上、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場で、資格

者（医師で一定の研修修了者等）からの選任が義務づけられています。産業

医は、労働者の健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持す

るための措置、労働者の健康障害の原因の調査と再発防止のための対策の樹

立等労働者の健康管理を行うこととしています。 
産業医の職務 

① 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者

の健康を保持するための措置に関すること 
② 作業環境の維持管理に関すること 
③ 作業の管理に関すること 
④ 労働者の健康管理に関すること 
⑤ 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措

置に関すること 
⑥ 衛生教育に関すること 
⑦ 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関する

こと 
 
安全衛生推進者（衛生推進者）： 労働安全衛生法上、常時 10 人以上 50 人未満の労

働者を使用する事業場で、資格者（一定の学歴と実務経験等）からの選任が

義務づけられています。安全衛生推進者（衛生推進者）は、安全管理者又は

衛生管理者と同様の業務を担当する者として位置づけられています。 
安全衛生推進者（衛生推進者）の職務 

① 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること 
② 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること 
③ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること 
④ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること 
⑤ 安全衛生に関する方針の表明に関すること 
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⑥ 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関す

ること 
⑦ 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること 

 
安全・衛生委員会： 労働安全衛生法上、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場

では、危険防止の基本対策、健康障害防止の基本対策等を審議し労働者の意

見を聴く場として安全・衛生委員会の設置が義務づけられています。 
安全・衛生委員会の審議事項 

① 労働者の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に

関すること 
② 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関

すること 
③ 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する

こと 
④ 安全衛生に関する規程の作成に関すること 
⑤ 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のう

ち、安全及び衛生に係るものに関すること 
⑥ 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること 
⑦ 安全衛生教育の実施計画の作成に関すること 
⑧ 化学物質の有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関す

ること 
⑨ 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関す

ること 
⑩ 定期に行われる健康診断、臨時の健康診断、自ら受けた健康診断及

びその他の医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する

対策の樹立に関すること 
⑪ 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に

関すること 
⑫ 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対

策の樹立に関すること 
⑬ 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関するこ

と 
⑭ 労働基準監督署長等から文書により命令、指示、勧告又は指導を受

けた事項のうち、労働者の危険の防止及び労働者の健康障害の防止に

関すること 
 
安全衛生懇談会： 安全委員会や衛生委員会の設置が義務づけられていない事業場

においては、関係労働者の意見を聴く機会を設けるようにしなければなりま

せんので、安全衛生懇談会等を設けることをお勧めします。 
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３ 危険性又は有害性から労働災害（健康障害を含む）に至るプロセス 

 
（１）労働災害に至るプロセス 

「労働者（人）」が何らかの作業を行うときには、必ず危険性や有害性のある状況

におかれますが、この状況から労働災害（健康障害を含む）に至るプロセスは、図

１－３に示したとおりです。すなわち、「労働者」が「危険性又は有害性」と接する

ことによりリスクが発生し、その時、「安全衛生対策の不備」があると「労働災害」

へつながります。 
労働災害を発生させないためには、「危険性又は有害性（もの）」を除去または低

減するか、または「労働者（人）」と「危険性又は有害性（もの）」との接触を断つ

か、あるいは十分な安全衛生対策を備えることが必要です。 
 
 

リ ス ク の 発 生  

安全衛生対策の不備  

労 働 者 （ 人 ） 

労 働 災 害  

 接 触 

危険性又は有害性（もの）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１－３ 危険性又は有害性から労働災害（健康障害を含む）に至るプロセス 
 

（２）労働災害の発生のタイプ 
労働安全衛生法第２条で、『労働災害とは労働者の就業に係る建設物、設備、原材

料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が

負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。』と定義しています。 
さらに、労働災害は職場に潜む種々の危険有害因子によって引き起こされますが、

墜落や巻き込まれなどによる負傷や死亡災害など、作業者が危険と出会った時点で

瞬間的に発生するものと、粉じんの吸入によるじん肺など一定の時間的な経過をた

どって発生するものがあります。 
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